
という形で文書がで きてい る。きよ う検討す ると案ではな くな る,そ うい うことか 。

梶井 さきほどのお話だと,最 終的 とりまとめ は,60年 度 とい うことにな るのか 。

中江 き ょう時間の関係 もある し,議 論がつ きない場合,あ らためて お うかが い

したい し,は つきり報告 として農林水産省 に提出す る正式 な ものは,で きれば60年

度早 い機会 に と思 ってい る。

稲本 実質 的な内容は,き ょう,こ の案で議論すればいいのか。

梶井 まだい ろいろ疑 問点が残 って いるとい うことがあ るとすれば,あ とで メモ

を出 していただ いて,そ れを整理 して追加す るな りなんな りとい う形 で,最 終稿 を

まとめ るということに したい。

稲本 文章 的表現は簡潔にまとめ られて いる。 もう少 し,文 章的に肉づ けがあ つ

たほうがい いん じゃな いか とい う感 じがす る。

梶井 このあ との質疑 で,こ の表現で は簡潔す ぎて非常 に他義的に解釈 されて,'

誤解 を招 くおそれがあ るとい う個所が あれ ば,そ の辺の と ころは肉づ けとい うか,

そうい う他義的解釈が出ないよ うな表現 にす る ということは,必 要 になって くるだ

ろうね。

(2)残 されている2つ の問題

中江 さきにご説 明 したけれ ども,大 き くい って問題が二 つばか り残 って いる。

稲本先生の前 のご意見 の場合,永 久改良 というのは認 めないほ うがいい,30年 ぐら

いで ど うか とい うご提案が あったが,そ れ をどうさば くか,こ こでは60年 と して い

るが,そ の問題である。同時 にうかが いたいのは,フ ランスの場合,18年 だ ったか,

それ以上 は認 めない とい ったような制度が ある。それはいかな る趣旨なのか とい う

ことをお聞 き したい。前の研究会で も議論が 出たが,よ くわか らなか った点 だ。

それ か ら4の(注1)で 書 いた,土 地改良法で増価額 といった場合,す べての投

資の回収 が終わた っあ とで も,増 価額が現存すれば有益費償還請求が ありうるのか

とい う点で あ る。民法原則で いえ ば,賃 借人の損失が消滅 し,不 当利得が存在 しな
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くなれば当然 に請求権 は消 えるだろ うという考 え方 ととの関連,こ ういうことをお

聞 き したか った。30年 とい うの も,い まのべた請求権が消滅す るという ことと関わ

りがあ るのか どうか,よ くわか らなか ったが,ど うもそんな感 じでご説明 をうかが

ったよ うな感 じもす る。

梶 井 いまの は,計 算方 式に入 る前 の問題だ。稲本 さん,い まの点 を……。

(3)永 久改良の考え方

稲本 永久改良というものを認めると,計 算上,や や異質の部分が残って しまう。

全体を簡易に計算するためには,相 当長期の期間をあてはめてそれによって永久改

良について話をつける。あまり短 くてはいけないが,永 久とはこういうものだとい

う当事者間の一般的な合意があるだろうということで,60年 ぐらいでどうだろうか。

永久的に効果は残るとして も,他 方では陳腐化の問題が出て くるわけだか ら,ど こ

かで線を引かなければならないだろう,こ ういう便宜的な観点が一つ。

それか らもう一つは,土 地改良の場合の公費負担部分 も,ま さに改良効果を生み

出すか ら,そ れによって増価が生ずるわけで,そ の増価の帰属はどうするか。ちょ

っと次元は違うが,こ の増価は,土 地所有者の利得というように考えるべきなのか,

それからはず して考えるべきかという問題がある。

これまで土地所有者の利得と考えるという議論も,か なり有力ではあったと思う

けれども,私 はむしろ,そ の部分と参加者の負担分とは分けて考えたい。特定の地

主 にこれだけの金を,財 産の増価として与えるというような補助ではない。1枚 の

圃場に限 らない,そ れを含む,ま たそれを単位とするそのあたり一帯の農地整備の

ために公的な資金が特別に,償 還 とかまたは融資の返却とかいうこととは違 う配慮

か ら行われるというふうに考えれば,こ れは個人資産の増価をもたらすものでない

と割 り切 ったほうがよい。

しか しそのような投資がなされることによって,こ んど参加者負担部分について

の増価が,現 実に発生 しうる。6割,7割 という補助があることによって,参 加者
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